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令和８年度ＡＯＭＯＲＩ暮らし・しごと体験プログラム等実施業務 

企画提案競技募集要領 

 

１ 趣旨 

この要領は、２０～３０歳代の若者をはじめとした県外在住者が、青森ならで

はの仕事や滞在市町村の住民との交流などの体験を通じて、青森暮らしの魅力を

知る機会を創出するための業務を委託するに当たり、委託業務を適正かつ効率的

に実施するための企画提案を広く募集するとともに、最も優れた企画提案を行っ

た者を委託先候補者として選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

２ 委託業務名 

  令和８年度ＡＯＭＯＲＩ暮らし・しごと体験プログラム等実施業務  

 

３ 委託期間 

  委託契約締結日から令和９年３月２４日（水）まで 

 

４ 委託経費上限額 

  5,753,000 円（消費税及び地方消費税額相当額を含む。） 

  なお、実際の契約金額は委託先候補者の選定後に、見積書を徴取して決定し、 

委託料は、原則として精算払とする。 

  また、仕様に定める目標値と実績の乖離が大きい場合は、両者協議の上、変更  

 契約を締結する場合がある。 

 

５ 委託業務の内容 

  別添委託仕様書のとおり。 

 

６ 企画提案競技応募資格 

  応募時点で、次に掲げる要件を全て満たしていること。 

（１）本業務の実施について、充分な遂行能力があり、発注者と充分な意思疎通が  

   とれること。また、県の要請に応じて速やかに来庁等し、対応できる体制を 

   整えていること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により、 

   本県における一般競争入札に参加できない者でないこと。 

（３）青森県発注の契約に係る指名停止処分を受けていない者であること。 

（４）県民税、法人税、消費税又は地方消費税の滞納がないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律  

   第２２５号）による手続きを行っている者でないこと。 

（６）宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体、特定の公職者（候補者  

   を含む。）や政党などを推薦、支持又は反対する目的の団体、暴力団若しくは 

   暴力団員の統制の下にある団体や個人でないこと。 
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７ 応募方法 

  応募する者は、下記の提出書類を期限までに所定の方法で提出すること。 

（１）提出書類 

  ア 参加表明書（様式１） 

イ 企画提案提出書（様式２及び付表） 

  ウ 企画提案書（様式任意 Ａ４サイズ） 

    次に掲げる事項を記載すること。 

   ①提案の全体像 

    提案の概要について記載すること。 

   ②実施管理体制 

    管理責任者及びスタッフ等の人員配置及び業務管理体制、県への進捗状況

等の報告体制及び緊急時における連絡体制、情報管理体制等について記載

すること。特に、人員配置や業務管理体制等について、事後に確認及び検

証するための体制や書類等の整備方法を記載すること。 

   ③具体的な実施方法 

    委託仕様書や本要領８（２）の選考基準の内容を踏まえ、本業務の実施方

法について、適宜独自の提案を交えながら具体的に記載すること。 

   ④これまでの実績 

    過去に実施した類似の業務について実績を記載すること。 

  エ 経費積算書（様式任意 Ａ４サイズ） 

    提案する業務に必要な経費（消費税及び地方消費税を含む。）について、

合計額及び経費区分（人件費、交通費、諸経費等）を提示すること。 

  オ 応募者に関する資料 

①提案者の概要（会社案内や組織体制等） 

   ②会社は商業登記簿の写し、個人事業主は個人事業の開業届（控）の写し、

各種法人は登記簿の写し、任意団体は団体規約の写し又はこれらの事項を

証明するものの写し 

   ③直近２期分の貸借対照表及び損益計算書又は同様の内容がわかるもの 

（２）提出期限 

   参加表明書   令和８年６月 ３日（水）１７時必着 

   参加表明書以外 令和８年６月１０日（水）１７時必着 

（３）提出部数 

   ５部（参加表明書は１部） 

（４）提出方法 

   持参又は郵送により提出すること。持参の場合の受付時間は、平日の９時か

ら１７時までとする。メールやＦＡＸによる提出は認めない。 

（５）提出先 

   下記の「１２ 問合せ・応募書類提出先」宛てに提出すること。 

（６）留意事項 

ア 企画提案は１者につき１提案とする。 

イ 応募に要する費用は応募者の負担とする。 

ウ 提出された書類は返却しない。 
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エ 提出された書類の内容を変更することはできない。 

オ 提出された書類に虚偽又は不正があった場合は失格とする。 

カ 提出された書類の内容について、関係機関に照会する場合がある。 

 キ 提出された書類は、原則として県に対する情報開示請求の対象文書となる。 

  ク 提出後に辞退する場合は、辞退届（様式任意 Ａ４サイズ）を提出する。 

 

８ 委託先候補者の選定方法 

（１）審査方法 

   提出された書類により書面審査を実施し、最も優れた企画提案を行った者を

委託先候補者とする。なお、審査に当たり、提出された書類の内容について、

補足説明を求める場合がある。 

（２）選考基準 

  ア 理解度 

   ・参加者が青森で働く・暮らすことを具体的にイメージでき、将来的なＵＩ

Ｊターンに結びつくようなプログラム構成・提案内容になっているか。 

  イ アイデア・工夫 

   ・参加者・参画企業双方にメリットの感じられる、専門的な知識やネットワ

ークを活かしたプログラムになっているか。 

  ウ 遂行能力 

   ・参加者と参画企業のマッチング調整やプログラム運営などを円滑にかつ確

実に実施できる体制になっているか。（人員配置や管理体制など） 

  エ 経費の妥当性 

   ・本業務を実施する上で必要な経費が計上され、適切な積算となっている

か。 

 

９ 選考結果の通知と委託契約の締結 

（１）選考結果の通知等 

   選考結果は、採否を問わず全ての提案者に対して文書により通知する。 

（２）委託契約の締結 

ア 選考後、委託先候補者と企画提案書の内容をもとに、業務履行に必要な具

体的な協議を行い、改めて見積書を徴取し、その内容を精査した上で随意契

約による委託契約を締結する。 

イ 委託契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）や青森県財務規則

（昭和３９年３月青森県規則第１０号）など諸規程に基づいて締結する。 

 

１０ 応募に関する質問 

 （１）質問受付期限 

    令和８年６月３日（水）１７時必着 

 （２）質問方法 

質問書（様式３）に記入の上、下記の「１２ 問合せ・応募書類提出先」 

宛てに電子メールで提出すること。口頭（電話含む。）による質問は受け付 

けない。 
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 （３）回答方法 

    質問書を提出した者宛てに電子メールで回答する。 

 

１１ スケジュール 

   ６月 ３日（水）１７時 提出書類（参加表明書）の提出期限 

 ６月 ３日（水）１７時 質問受付期限 

   ６月１０日（水）１７時 提出書類（参加表明書以外）の提出期限 

   ６月中旬        書面審査、審査結果通知、委託契約締結 

 

１２ 問合せ・応募書類提出先 

   青森県こども家庭部 若者定着還流促進課 ＵＩＪターン促進グループ（県庁 

   南棟４階） 

   所在地 〒030-8570 青森市長島１丁目１番１号 

   電 話 017-734-9174 

   E-mail wakamono@pref.aomori.lg.jp 

 

１３ 留意事項 

 （１）本業務の実施に当たっては、委託契約書及び仕様書に従うとともに、関係 

    法令を遵守すること。 

 （２）本業務の受注により得られた情報等については、委託業務終了後において  

    も守秘義務があるので留意すること。 

 （３）受注者は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合には、青森県個 

    人情報の保護に関する条例（令和５年３月青森県条例第３号）等を遵守す  

    ること。 

 （４）本業務の取組状況や成果については、随時、県のホームページや広報誌等 

    で公開する場合がある。 

 （５）受注者は、本業務の全部又は一部を第三者に委託することはできない。た 

    だし、あらかじめ書面により知事の承認を得たときはこの限りではない。 

 


